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落
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紙
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弁
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を
送
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す

る
。



衆
議
院
議
員
落
合
貴
之
君
提
出
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
と
事
業
の
継
続
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
支
払
う
意
思
は
明
確
に
あ
る
も
の
の
、
資
金
繰
り
の
問
題
に
よ
り
支
払
い
に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
」
と
い

う
状
況
に
つ
い
て
は
、
滞
納
者
の
様
々
な
事
情
を
踏
ま
え
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に

つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
国
税
の
滞
納
者
に
対
す
る
債
権
の
差
押
え
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
九
年
七
月
か
ら
平
成
三
十
年
六
月
ま
で
の
一
年

間
（
平
成
二
十
九
事
務
年
度
）
の
件
数
は
、
集
計
期
間
が
終
了
し
て
い
な
い
た
め
把
握
で
き
て
い
な
い
が
、
平
成
二
十
八
年

七
月
か
ら
平
成
二
十
九
年
六
月
ま
で
の
一
年
間
（
平
成
二
十
八
事
務
年
度
）
の
件
数
は
四
万
九
千
百
三
十
件
で
あ
る
。
こ
の

件
数
に
つ
い
て
は
、
税
目
別
や
企
業
の
規
模
別
な
ど
に
区
分
し
て
集
計
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
消
費
税
以
外
の
国
税
に
係
る
差

押
え
や
大
企
業
に
対
す
る
差
押
え
も
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
保
険
料
の
滞
納
者
に
対
す
る
差
押
え
に
つ
い
て
、
日
本
年
金
機
構
に
よ
る
全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る

健
康
保
険
の
保
険
料
又
は
厚
生
年
金
保
険
料
の
滞
納
に
係
る
差
押
え
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
の
数
は
、
平
成
二
十
八
年
度

に
お
い
て
二
万
五
千
百
七
十
四
で
あ
り
、
都
道
府
県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署
に
よ
る
労
働
保
険
料
の
滞
納
に
係
る
差

一



押
え
の
対
象
と
な
っ
た
事
業
の
数
は
、
同
年
度
に
お
い
て
二
千
三
百
六
十
九
で
あ
る
が
、
企
業
の
規
模
別
や
滞
納
理
由
別
な

ど
に
区
分
し
て
集
計
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
健
康
保
険
組
合
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
保
険
料
の
滞
納
に
係
る
地
方
厚

生
局
又
は
地
方
厚
生
支
局
に
よ
る
差
押
え
に
係
る
認
可
の
件
数
は
、平
成
二
十
九
年
度
に
お
い
て
七
百
九
十
八
件
で
あ
る
が
、

健
康
保
険
組
合
が
当
該
認
可
に
基
づ
き
滞
納
処
分
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
把
握
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
税
の
滞
納
整
理
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
は
自
主
的
な
納
付
を
促
し
、
一
括
納
付
が
困
難
と
の
相
談
が

あ
っ
た
場
合
に
は
、
個
々
の
実
情
に
即
し
て
、
納
税
の
猶
予
（
国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
四
十

六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
の
猶
予
を
い
う
。
）
や
換
価
の
猶
予
（
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律

第
百
四
十
七
号
）
第
百
五
十
一
条
及
び
第
百
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
換
価
の
猶
予
を
い
う
。
）
を
適
用
す
る
な
ど
、

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
企
業
が
倒
産
に
至
る
原
因
は
様
々
で
あ
り
、
国
税
や
社
会
保
険
料
の
差
押
処
分
と
倒
産
の
因
果
関

係
に
つ
い
て
確
た
る
こ
と
は
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
一
般
論
と
し
て
、
企
業
が
国
税
を
納
付
す
る
こ
と
な
く
倒
産
し
た
場
合
に
お
い
て
、
財
産
調
査
等
を
尽
く
し
て
も

二



滞
納
処
分
の
執
行
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
財
産
が
な
い
な
ど
、
法
令
の
要
件
に
該
当
す
る
と
き
は
、
滞
納
処
分
の
停
止（
国

税
徴
収
法
第
百
五
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
滞
納
処
分
の
停
止
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
成
二
十
八

年
度
に
お
い
て
は
、
二
万
六
千
六
百
九
十
三
件
の
滞
納
処
分
の
停
止
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
税
目
別

や
滞
納
処
分
の
停
止
に
至
っ
た
理
由
な
ど
に
区
分
し
て
集
計
は
行
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三


